
■ 機 関 紹 介 ■

1. 組 織 概 要

当センターは，社団法人岩手県薬剤師会会
営の岩手県医薬品・衛生検査センターとし
て，昭和 48 年岩手県盛岡市に設立された．
昭和 52 年に県内最初の作業環境測定機関と
して登録し，県内の作業環境測定を実施して
きた．そして，令和 4年 7月に一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センターとして分離独立
し，令和 5年 1月に設立 50 周年を迎えた．
「次世代へ健全な未来を」を経営理念に掲
げ，県民の健康の保持ならびに増進に寄与す
ることを目的とし，県民への公衆衛生の普及
振興を図り，健康促進に関わる啓発活動を推
進するとともに，食品衛生，環境衛生，薬事
衛生などの試験，検査，調査および研究を
行っている．

2. 沿　　　革

昭和 48 年  社団法人岩
手県薬剤師
会 会営岩
手県医薬品
・衛生検査
センター設
立

昭和 50 年  建築物にお
ける衛生的
環境の確保
に関する法
律の指定検
査機関

昭和 52 年  作業環境測定登録機関
昭和 54 年  水道法 20 条指定検査機関・水

道法 34 条指定検査機関
昭和 56 年  薬事法指定検査機関
昭和 60 年  環境庁温泉分析指定機関
平成 2年  食品衛生法指定検査機関
平成 17 年  ISO9001 認証
平成 24 年  水道 GLP 認定
平成 26 年  ISO/IEC17025 認定
令和 4年  一般財団法人岩手県薬剤師会検

査センターとして分離独立

3. 業 務 内 容

①作業環境測定（1・3・4・5号・個サ）

粉じん，特定化学物質，金属類，有機溶剤
溶接ヒューム，アスベスト，マスクフィッ
トテスト
②環境分析（計量証明事業所）
排水・河川水，土壌・汚泥，放射性物質，

温泉分析，ばい煙測定，シックハウス
③水質分析（水道法20条・34条登録検査機関）
水道水，飲用井戸，プール水・浴槽水，簡

易専用水道検査
④食品分析（食品衛生法登録検査機関）
栄養分析，細菌検査，保存試験，異物検
査，衛生調査，医薬品試験

4. 作業環境測定の実施状況

現在，作業環境測定士は第 1種 4 名，第 2
種 5名，個人サンプリング法 4名が在籍して
いる．
令和 4年度の実績は延べ 117 単位作業場所
で，内訳は粉じん 4％，特定化学物質 43％，

金 属 0 ％，有 機 溶 剤
46％，その他 7％であっ
た．
また，アスベストの調
査分析や溶接ヒュームの
個人ばく露測定も行って
いる．今後はマスク
フィットテストにも力を
入れていく．
5. お わ り に

「安心安全な暮らしの
ために　人に寄り添う検

査を」をスローガンに地域の環境・衛生を守
り，人々の安全安心を支え，地域産業に貢献
する「縁の下の力持ち」を目指す．

https://www.iwayaku-kensa.jp/
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